
一般廃棄物収集運搬許可業者へ回収を
依頼しリサイクルする。

分別方法、回収方法、回収量は、一般廃棄物収集運搬許可業者又は再生資源事業者（リサイクル事業者）とよくご相談してください。

ごみの持ち込み

ごみ減量に向けた取組（事業者の方へ）
次の取組を推進してください。

生産、流通、消費の各段階からごみの発生を抑制する取組を行います。

○１～３（３R）の取組において、資源化可能な紙類と一般廃棄物と
　産業廃棄物に適正に区分し、それぞれを適正な処理方法で処理します。
　※令和4年4月1日より「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する
　　法律」が施行されました。

3Rの取組

「大阪広域環境施設組合
の焼却工場」で焼却など
の処理がされる

（廃棄物処理法第3条・廃棄物処理法第11条第1項）


